
大田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
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大田市規則第５０号 

大田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 大田市職員の給与に関する規則（平成１７年大田市規則第３

９号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第１項第１号中「１００分の１１５」を「６月に支給す

る場合には１００分の１１５」に改め、「以上１００分の２００以

下」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１２０以上１

００分の２１５以下」を加え、同項第２号中「１００分の１１０」

を「６月に支給する場合には１００分の１１０」に改め、「以上１

００分の１１５未満」の次に「、１２月に支給する場合には１００

分の１１５以上１００分の１２０未満」を加え、同項第３号中「１

００分の１０５」を「６月に支給する場合には１００分の１０５」

に改め、「以上１００分の１１０未満」の次に「、１２月に支給す

る場合には１００分の１１０以上１００分の１１５未満」に改め、

同項第４号中「１００分の１０５以下」を「６月に支給する場合に

は１００分の１０５未満、１２月に支給する場合には１００分の１

１０未満」に改める。 

第１９条第１項第１号中「１００分の４８．７５超」を「６月に

支給する場合には１００分の４８．７５超、１２月に支給する場合

には１００分の５１．２５超」に改め、同項第２号中「１００分の



４８．７５」を「６月に支給する場合には１００分の４８．７５、

１２月に支給する場合には１００分の５１．２５」に改め、同項第

３号中「１００分の４８．７５未満」を「６月に支給する場合には

１００分の４８．７５未満、１２月に支給する場合には１００分の

５１．２５未満」に改める。 

第２条 大田市職員の給与に関する規則の一部を次のように改正す

る。 

 第１８条第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の１

１５以上１００分の２００以下、１２月に支給する場合には１００

分の１２０以上１００分の２１５以下」を「１００分の１１５以上

１００分の３１５以下」に改め、同項第２号中「６月に支給する場

合には１００分の１１０以上１００分の１１５未満、１２月に支給

する場合には１００分の１１５以上１００分の１２０未満」を「１

００分の１１０以上１００分の１１５未満」に改め、同項第３号中

「６月に支給する場合には１００分の１０５以上１００分の１１０

未満、１２月に支給する場合には１００分の１１０以上１００分の

１１５未満」を「１００分の１０５以上１００分の１１０未満」に

改め、同項第４号中「６月に支給する場合には１００分の１０５未

満、１２月に支給する場合には１００分の１１０未満」を「１００

分の１０５未満」に改める。 

第１９条第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の４

８．７５超、１２月に支給する場合には１００分の５１．２５超」

を「１００分の５０超」に改め、同項第２号中「６月に支給する場

合には１００分の４８．７５、１２月に支給する場合には１００分

の５１．２５」を「１００分の５０」に改め、同項第３号中「６月

に支給する場合には１００分の４８．７５未満、１２月に支給する



場合には１００分の５１．２５未満」を「１００分の５０未満」に

改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の大田市職員の給与に関する規則（以

下「給与規則」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用す

る。 

 （給与の内払） 

３ この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給

与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払と

みなす。 


